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シニア人材活用による賃上げ環境整備事業業務委託に係る 

企画提案競技 実施要項 
 

 シニア人材活用による賃上げ環境整備事業業務委託に係る企画提案競技の実施については、こ

の実施要項に定めるとおりとする。 

 

１ 委託する業務内容 

  委託する業務の内容は、別添１「シニア人材活用による賃上げ環境整備事業業務委託仕様書」

（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

２ 委託期間 

  令和８年４月１日（水）から令和９年３月１５日（月）まで 

 

３ 委託料 

  １３，３１６千円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限金額とする。 

 

４ 参加資格 

  企画提案の参加資格は、次の（１）から（８）までの全てに該当する者であること。 

(1) 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（埼玉県告示第 747 号（令和４年７月

19 日））及び同要綱に基づき、業種区分「催物、映画及び広告の企画・製作並びにその他

業務」において登録されている者であること。 

(2) 公益的活動を行う非営利団体（公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法

人）であること。 

(3) 施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(4) 埼玉県財務規則（昭和 39 年埼玉県規則第 18 号）第 91 条の規定により、埼玉県の一般競

争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

(5) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者

でないこと、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者でないこと。ただし、手続開始決定後に埼玉県知事が別に定める競争入

札参加資格の再審査を受けている者はこの限りではない。 

(6) 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱に基づく入札参加停止の措置を受けていない者であること。 

(7) 本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱に基づく入札参加除外等の措置を受けていない者であること。 

(8) 所在地区分「管轄内」又は「準管轄内」を満たす者であること。  



2 
 

５ スケジュール（予定） 

  令和８年２月１３日（金）      実施要項発表（ＨＰ公開） 

  令和８年２月１７日（火）      質問事項の受付開始 

  令和８年２月２４日（火） 正午   質問事項の受付締切 

  令和８年２月２５日（水） 午後５時 質問事項の回答 

  令和８年３月 ３日（火） 正午   企画提案競技参加希望書の提出期限 

  令和８年３月 ６日（金） 正午   企画提案書等の提出締切 

  令和８年３月１６日（月）      書面審査結果の通知 

  令和８年３月２４日（火） 午前   委託先選定委員会の開催 

  令和８年３月下旬          委託先候補者最終選定結果の通知 

   

６ 質問事項の受付 

  この実施要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 

（１）質問方法 

   様式１「シニア人材活用による賃上げ環境整備事業業務委託に係る企画提案競技実施要項

の内容等に関する質問書」に質問内容を記入の上、電子メールで提出すること。 

（２）提出先 

   埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 企画・労働団体担当宛 

   電子メールアドレス a3960@pref.saitama.lg.jp 

※提出後、電話により着信確認を行うこと。電話：０４８－８３０－４５３４（直通） 

（３）回答方法 

   質問に対する回答は、質問を行った法人等の名称を伏せた上で県ホームページに掲載し、

掲載した旨を質問者にメールで通知する。 

（４）受付期限等 

   受付期限：令和８年２月２４日（火）正午まで 

   回答通知：令和８年２月２５日（水） 

 

７ 企画提案競技参加希望書の提出 

  企画提案競技への参加を希望する場合は、あらかじめ様式２「シニア人材活用による賃上げ

環境整備事業業務委託に係る企画提案競技参加希望書」を提出すること。 

（１）提出方法 

   電子メール 

（２）提出先 

   埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 企画・労働団体担当宛 

   電子メールアドレス a3960@pref.saitama.lg.jp 

※提出後、電話により着信確認を行うこと。電話：０４８－８３０－４５３４（直通） 

（３）提出期限 

   令和８年３月３日（火）正午必着 
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８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   企画提案に当たっては、以下の書類を提出する。 

  ア 企画提案書 

仕様書に基づき、委託する業務を一体的に実施することを前提に作成する。 

なお、企画提案書の体裁は自由とするが、A4 判横とすること。 

  イ 委託料の見積書及び経費内訳書 

（ア） 「３ 委託料」に掲げる上限金額（消費税及び地方消費税を含んだ額。消費税率年間 

     10％）の範囲内で見積書を作成し、各事業の経費内訳表を添付すること。見積書及び経 

費内訳表の様式は任意とする。 

  （イ） 上記（ア）の経費内訳表の作成に当たっては、人件費、社会保険料、交通費、報償費、

貸借料（会場や機器等）、通信運搬費、消耗品費、その他一般経費等に区分し、その性質

上「一式」以外で計上できないものを除き、全て単価を計上する。 

  ウ 法人の概要が分かるもの（様式任意） 

  エ 国・地方公共団体における本事業と同種・同規模程度の実施実績 

    ※ 令和６年４月１日以降に２回以上の実施実績がある場合のみ、実績一覧（様式任意） 

を作成し、以下の書類を添付して提出すること。 

    ※ 業務を全て誠実に履行したことが分かる書類（契約書の写し及び検査完了通知書、 

履行証明書の写し等）。ただし、これらの書類により難い場合は、契約代金を受領し 

たことを示す書面（通帳の写し等）をもってこれに代えることができる。 

   オ 定款若しくは寄付行為（写し） 

  カ 決算関係書類（過去１年分） 

  キ 「４ 参加資格」の（１）から（８）の全てに該当する旨の誓約書（様式３） 

（２）企画提案書等の提出方法等 

  ア 提出方法 

全ての書類を電子データで提出する。 

  ※電子データの提出方法は、企画提案競技参加希望書を提出した者に別途案内する。 

イ 提出先 

    埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課 企画・労働団体担当宛 

※提出後、電話により着信確認を行うこと。電話：０４８－８３０－４５３４（直通） 

  ウ 提出期限 

    令和８年３月６日（金）正午必着 

  エ その他 

  （ア）企画提案書等の提出は１者につき１提案に限る。 

  （イ）企画提案書等の提出期限後はその内容を変更することはできない。 

     また、提出された企画提案書等は返却しない。 

  （ウ）提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。 

     ただし、埼玉県情報公開条例（平成１２年埼玉県条例第７７条）に基づき公文書開示

請求がなされた場合はこの限りでない。 
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  （エ）企画提案書等の作成及び提出に係る経費は提案者の負担とする。 

（３）企画提案書の記載事項（企画提案の内容） 

仕様書に記載した事項を踏まえ、次の項目について提案を行うこと。 

 なお、企画提案書の作成に当たっては、仕様書の内容に加え、独自に提案した部分が分か

るように記載すること。 

※ 提案書の構成は次の順番とし、提案書の全てにページ番号を記載すること。 

※ 提案書の各項目に対応する仕様書のページ番号や項目を記載すること。 

     （例）仕様書 P２ ２（２）イ 〇〇〇〇 

 ア 基本方針 

仕様書に示す目的及び目標を達成するための基本的な考えを簡潔かつ具体的に記載す

ること。 

イ 実施体制 

各業務の実施体制（事業を実施するに当たっての人数、各スタッフの職務内容、具体

的な人員配置）を記載すること。 

ウ 情報管理及び危機管理の体制 

（ア）企業情報及び個人情報の管理方法について具体的に記載すること。 

（イ）情報流出や利用者とのトラブル等の事態が発生した時のオペレーションについて、 

具体的に提案すること。 

   エ 業務内容 

     下記事項を中心に、本業務を実施するに当たっての基本的な考え方、具体的な実施方

法を提案する。 

   （ア）「スキル・ノウハウを持つシニア人材によって生産性向上等を図り賃上げにつなげる

環境整備を目指す県内中小企業の掘り起こし」に関する提案 

（イ）「シニア人材活用により、当該企業の生産性向上等を図り、賃上げにつなげる環境整

備に向けた方針づくりの支援及び確認」に関する提案 

（ウ）「埼玉県シニア人材バンクを通じた県内中小企業と上記の方針に合ったシニア人材と

のマッチングの補助」に関する提案 

（エ）「県内中小企業とシニア人材が生産性向上等を図り、賃上げにつなげる環境を整備す

るための取組の支援」に関する提案 

（オ）「県が取り組む好事例の県内中小企業への横展開の補助」に関する提案 

   オ 事業の目標値 

     仕様書に記載された目標値の達成に向けた年間計画（想定）を示すこと。 

 

９ 委託先候補者の選定 

（１）書面審査の実施 

  「８ 企画提案書等の提出」における提案者が３者以上となった場合は、シニア人材活用に

よる賃上げ環境整備事業業務委託に係る委託先選定委員会事務局（以下「事務局」という。）に

おいて書面審査を実施し、その評価結果に基づき、評価の高い提案者２者を、シニア人材活用

による賃上げ環境整備事業業務委託に係る委託先選定委員会（以下「選定委員会」という。）に
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おける審査対象とする。 

事務局は、埼玉県産業労働部雇用・人材戦略課が担当する。 

書面審査の実施の有無及び、書面審査を実施した場合の審査結果については、事務局から令

和８年３月１６日（月）までに、提案者全員に電子メールで通知する。 

  なお、書面審査結果についての問合せには応じない。 

（２）選定委員会における審査 

   委託先の選定に当たっては、選定委員会が提案内容を総合的に審査し、最も評価が高かった

提案者を委託先候補者として選定する。 

   ただし、その者が著しく社会的信用を損なう等により、本業務を委託するにふさわしくない

と認められるときは、次順位の団体を委託先候補者として選定する。 

    なお、企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提案内容を総合的に審査し、

本事業の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等を提出した者を委託先候

補者として選定する。 

 

１０ 選定委員会の開催 

（１）日程等 

   令和８年３月２４日（火）午前に開催予定。 

   詳細については、企画提案書等を提出した者に対し、電子メール等で連絡する。 

（２）内容 

   「８ 企画提案書等の提出」の（１）で示した提出書類に基づく企画提案内容のプレゼン

テーション及び質疑応答。 

（３）プレゼンテーション時間 

   １者当たり２０分以内（プレゼンテーション１０分・質疑応答１０分）とする。 

（４）審査項目 

   審査項目は、おおむね次のとおりとする。 

  ≪提案内容及び実現可能性≫ 

   ア 基本方針実現のための具体的な取組となっているか 

   イ 目標値の達成に向けた具体的な提案となっているか 

   ウ 適正な運営が図られる実施体制になっているか 

   エ 事業効果を高める独自提案があるか 

  ≪事実確認等≫ 

   オ 経営状況 

   カ 同種事業での実績 

   キ 提案する事業内容に対して、見積額が適正か 

（５）選定結果 

   提案者に対し、文書で通知する。 

   なお、審査及び審査結果についての問合せには応じない。 
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１１ 契約の相手方の決定方法 

（１）業務内容に関する細目事項について、提案された内容を加えるなど委託先候補者と県の間

で協議の上、業務委託契約書を締結する。 

（２）委託先候補者と協議が調わない整わない場合や、契約締結までの間に委託候補先に事故の

ある場合等があり委託先候補者としての資格要件を失った時は、委託先候補者に対してその

資格を取り消す旨の通知をした後、委託先選定委員会において評価点が２番目に高かった者

を新たに委託先候補者として協議を行う。 

（３）企画提案競技において、不正が行われた事実が明らかになった時は、県は企画提案競技の

決定を取り消す。 

（４）令和７年度埼玉県一般会計の補正予算案が議決されなかったとき又は歳入歳出予算の当該

事業費に係る減額があったときは、当該企画提案競技は無効とする。 

（５）協議が整った場合は、委託候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、随意契

約による委託契約を締結する。 

 

１２ 企画提案者等の情報公開 

    選定結果として、契約の相手方となる企画提案者の名称、審査結果概要等の情報を公表す

る場合がある。 

    また、情報公開の請求に応じて契約の相手方となる企画提案者の企画提案書等の書類の情

報公開を行う場合がある。 

 

１３ その他留意事項 

   以下の場合は契約締結ができないことがある。 

（１）予算議決時に附帯決議が付された場合 

（２）予算執行について、何らかの条件が付された場合 

 

 

 

 


